
 

 

平成 25 年１月 29 日 

 

 

あいち消費者被害防止ネットワークと学校法人モード学園の判決について 

 

 

消費者契約法第 39条第１項の規定に基づき下記の事項を公表する。 

 

記 

 

１．判決（確定判決と同一の効力を有するもの及び仮処分命令の申立てについ

ての決定を含む。）又は裁判外の和解の概要 

 

（１）事案の概要 

   本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人あいち消費者被害ネッ

トワーク（以下「原告」という。）が、学校法人モード学園（以下「被告」

という。）に対し、被告が設置し運営している専門学校である「名古屋医専」

において、在学契約が解除される時期にかかわらず、ＡＯ入試、推薦入試、

専願での一般・社会人入試及び編入学によって入学を許可された場合、納入

後の学費を一切返還しないとの不返還条項（以下「本件不返還条項」という。）

が定められていることに関して、本件不返還条項は、消費者契約法（以下「法」

という。）第９条第１号により無効であるとして、法第 12条第３項に基づい

て、本件不返還条項を内容とする意思表示等の差止めを求めた事案である

（平成 23年 10月４日付けで、名古屋地方裁判所に対して訴えを提起）。 

 

（２）争点 

   本件不返還条項について法第９条第１号の適用の有無 

 

（３）結果 

名古屋地方裁判所は、平成 24 年 12 月 21 日、以下の理由により原告の請

求を認容した。 

まず、被告と在学契約を締結した学生が納付した学費（授業料、教育充実

費、施設・設備維持費各１年分及び教材費）に係る本件不返還条項の性質に

ついては、入学辞退（在学契約の解除）によって被告は被る可能性のある授

業料等の収入の逸失その他有形、無形の損失や不利益等を回避、てん補する

目的、意義を有するほか、早期に学力水準の高い学生をもって適正な数の入
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学予定者を確保するという目的に資する側面も有するのであり、在学契約の

解除に伴う損害賠償の予定又は違約金の定めの性質を有するものと解する

のが相当であるとした。 

そして、在学契約の解除と授業料等の不返還特約の効力について、大学の

場合についての最高裁判所平成 18年 11月 27日判決が、「入学試験要項の定

めにより、その大学、学部を専願あるいは第１志望とすること、又は入学す

ることを確約することができることが出願資格とされている推薦入学試験

（これに類する入学試験を含む。）に合格して当該大学と在学契約を締結し

た学生については、…（中略）…学生が在学契約を締結した時点で当該大学

に入学することが客観的にも高い蓋然性をもって予測されるものというべ

きであるから、当該在学契約が解除された場合には、その時期が当該大学に

おいて当該解除を前提として他の入学試験等によって代わりの入学者を通

常容易に確保することができる時期を経過していないなどの特段の事情が

ない限り、当該大学には当該解除に伴い初年度に納付すべき授業料等及び諸

会費等に相当する平均的な損害が生ずるものというべきである。」と判示し

ていることを指摘し、専門学校である名古屋医専についてもこの判断基準が

妥当するとした。 

その上で、本件のＡＯ入試、推薦入試及び専願での一般・社会人入試につ

いては、当該学生が在学契約を締結した時点で名古屋医専に入学することが

客観的にも高い蓋然性をもって予測されるものというべきであるけれども、

少なくとも２次募集の最終試験日までに在学契約が解除された場合には、同

医専は、解除者の代わりの一定水準を持った入学者を通常容易に確保するこ

とができるのであり、前記最高裁判所判決のいう特段の事情があるから、被

告に生ずべき平均的な損害は存しないと認められ、本件不返還条項のうち、

２次募集の最終試験日までに解除された場合について本件学費を返還しな

いとする部分は、法第９条第１号に該当し無効となるとした。 

また、編入学についても、当該学生が在学契約を締結した時点で名古屋医

専に入学することが客観的にも高い蓋然性をもって予測されるものという

べきであるけれども、編入学試験は随時実施されており、少なくとも入学年

度の２月１日までに在学契約を解除されれば、もともと出願者自体が少ない

としても、３月３１日までには２か月の余裕があり、同医専は、解除者の代

わりの一定水準を持った入学者を通常容易に確保することができるのであ

り、前記最高裁判所判決のいう特段の事情があるから、被告に生ずべき平均

的な損害は存しないと認められ、本件不返還条項のうち、入学年度の２月１

日までに解除された場合について本件学費を返還しないとする部分は、法第

９条第１号に該当し無効となるとした。 
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２．適格消費者団体の名称 

特定非営利活動法人 あいち消費者被害防止ネットワーク 

理事長 杉浦 市郎 

 

３．事業者等の氏名又は名称 

学校法人 モード学園 

代表者理事長 粕谷 俊彦  

 

４．当該判決又は裁判外の和解に関する改善措置情報（※）の概要 

なし 

 

（※）改善措置情報とは、差止請求に係る相手方から、差止請求に係る相手方の行為の停

止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとった旨の連絡を受け

た場合におけるその内容及び実施時期に係る情報のことをいう（消費者契約法施行規則

第 14条、第 28条参照）。                          

    

 以上 

【本件に関する問合せ先】 

消費者庁消費者制度課 担当者 相馬、鈴木 

TEL：０３－３５０７－９２６４ 

H P：http://www.caa.go.jp/ 
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